
ホットライン まちからのお知らせ、⽣活に関する制度について

悪徳商法等の消費者トラブルは…？

保健福祉課　健康増進係
☎476-1111（130・131・132）

問保健保健保健福祉課からのお知らせ保健福祉課からのお知らせ

住民環境課　戸籍年金係
☎476-1111（120・122）

問住民住民住民環境課からのお知らせ住民環境課からのお知らせ

◆予防接種のお知らせ（期限が迫っています !!）

　平成 26年 10月１日から水痘（みずぼうそう）予防接種が定期接種になっています。
　接種方法など詳細は対象者に通知いたしましたが、接種はお済みでしょうか。

●水痘（みずぼうそう）ワクチン予防接種

①定期接種対象者
　生後12月から生後36月に至るまでの間にある方　※３歳の誕生日の前日まで
②経過措置対象者（接種期限：平成 27年３月 31日まで）
　26年度に限り生後36月から生後60月に至るまでの間にある方も対象にする。
　※ただし、５歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで。

平成 26年 10月１日から成人用肺炎球菌予防接種の助成（3,000 円）が始まりました。
接種対象者には通知いたしましたが、接種はお済みでしょうか。

●今年度の対象者は次のとおりです。（助成期限：平成 27年３月 31日です。）

●成人用肺炎球菌ワクチン予防接種

65歳 昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生 90歳 大正13年４月２日～大正14年４月１日生

70歳 昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生 95歳 大正８年４月２日～大正９年４月１日生

75歳 昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生 100歳 大正３年４月２日～大正４年４月１日生

80歳 昭和９年４月２日～昭和10年４月１日生 101歳以上 大正３年４月１日以前生まれ

85歳 昭和４年４月２日～昭和５年４月１日生

◎ 日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控え（平成 17年度から平成 21年度にかけて）により、接種を
受ける機会を逃した平成７年４月２日から平成 19 年４月１日生まれの方は、20 歳になる前までの間、
無料で接種を受けられますので、接種を希望される方は母子健康手帳をご確認の上、保健福祉課健康増
進係にお問い合わせください。

●麻しん風しん（MR）２期予防接種
【対 象 者】平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれの方（平成27年４月から小学１年生になる方）

【接種期限】平成27年３月31日まで（期限を過ぎると自己負担になり、10,000円程度かかります。）

●ジフテリア・破傷風２種混合（DT）予防接種
【対 象 者】平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれの方（現在、小学６年生の方）

【接種期限】平成27年３月31日まで（期限を過ぎると自己負担になり、6,000円程度かかります。）

◆人権擁護委員に上村和憲氏が就任

２期６年に渡り人権擁護委員として地域に貢献していただいた、北村厚義さん
（仮宿上）に替わり、平成 27年１月１日より上村和憲さん（仮宿上）が同委員に
就任されました。
（任期は、平成 29年 12月 31日まで）

上村　和憲氏
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